
人権侵害防止委員会

摂南大学における人権侵害に関する相談等の流れ（学生）

相談者 庶務課・学生課・学部事務室の職員等

人権侵害防止相談員

人権侵害防止委員会幹事 人権侵害防止委員会委員長

人権侵害に該当する行為があった場合、
電話、e-mail、窓口で相談

相談事項を委員会幹事に報告

報告

報告

相談を受けた職員は、必要に応じて
人権侵害防止相談員に報告

当該人権侵害の関係者

調査

調停案

調停

調停案の策定

人権侵害の発生人権侵害の発生人権侵害の発生人権侵害の発生

学生委員会 懲戒委員会

就業規則に違反する場合学則に違反する場合

懲戒処分

人権侵害防止委員、幹事、相談員は、関係者のプライバシーに関する事項を、在任中・退任後を問わず一切漏洩してはなりません!！

指示

学長

人権侵害防止委員会
では、被害者の救済
と被害の回復を図りま

す。

加害者推定加害者

相談者および推定加害
者と個別面談をするな
どの調査を行います。


